
労働講座2018
労働者の権利（１）労働法Ｑ＆Ａ
2018年7⽉10⽇
森崎巌（全労働省労働組合執⾏委員⻑／元労働基準監督官）
⾼須裕彦（明治⼤学労働教育メディア研究センター客員研究員）
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本⽇と次週の授業のねらい
n これまでの授業を踏まえ、

l トラブル事例から私たちの権利について考える
l トラブルにあった時に問題をどうやって解決するか
l 労働法によって定められた労働者の権利、労働⾏政機関の機能、労働組合の
役割や機能を学び

l 社会に出て働き、⽣きていく⼿がかりを考える。
n 参考資料：連合（⽇本労働組合総連合会）『働くみんなにスターターブック』
以下、参照ページは（ ）内に表記

https://www.jtuc-rengo.or.jp/shuppan/roudou/roudou/hataraku_starterbook.html
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スピーカーの紹介
n森崎巌：全労働省労働組合中央執⾏委員⻑。労働基準監督官と
して、⾸都圏の労働基準監督署や労働局に約20年勤務の後、厚
⽣労働省の旧労働省（本省、都道府県労働局、労働基準監督署、
公共職業安定所など）系の職員を組織する労働組合の専従役員
として、組合活動に関わっている。

n⾼須裕彦：明治⼤学労働教育メディア研究センター客員研究員。
労働関係の出版社勤務をへて、労働組合の専従役員として、労
働相談・組合づくりに14年間従事する。労働教育の実践や⽇⽶
の労働運動に関する調査研究に従事している。
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労働講座受講⽣アンケートの結果
アルバイト実態調査アンケート 4⽉17⽇実施、回答97名

アルバイトを⾏う理由（複数回答あり）
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労働講座受講⽣アンケートの結果
アルバイト実態調査アンケート
n アルバイト経験：回答者97名中95名。
n 174のアルバイト先：複数のアルバイト先を経験
n 勤続⽉数平均は14.7カ⽉、96事例で勤続1年以上
n 週労働時間平均15.48時間、週20時間以上勤務：41事例、週30時間以上勤務：7
事例、40時間以上２事例

n 時給平均1,076円
n 業種・職種：主に第三次産業：飲⾷店（居酒屋、レストラン、寿司屋、ラーメン
屋、中華料理店、韓国料理店、そば屋、ファミレス、社員⾷堂）、カフェ、⼩売
店（スーパー、パン屋、ドラッグストア、コンビニ、アパレル販売店、書店、駄
菓⼦屋、ケーキ屋、雑貨店、⿂屋、その他販売）、教育（塾、家庭教師、試験監
督補佐）、運輸（駅員、配達）、⻭科医院、パチンコ屋、スポーツクラブ、ト
レーニングスタッフ、クリーニング店、レンタルビデオ店、カラオケ、ゲームセ
ンター、会社受付、不動産屋、映画館、ホテル、通訳、イベントスタッフ、税理
⼠事務所、テレビ局、ライター、メディア⼊稿、保育補助、派遣など
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トラブル・問題・法律違反事例（１）：
174のアルバイト先のうち79件（45％）
■ 賃⾦：15分未満の切り捨て。残業代・深夜⼿当の不払い・サービス残
業。早出分の不払い。実働時間と給与が合わない。着替えの時間は給
料が出ない。昇給の約束が守られない。給与明細が出ない。

■ 休憩：６時間以上働いても休憩がない／15分しかない。休憩時間だと
して賃⾦は払われないが、休めない。

■ ⼈⼿不⾜：⼈⼿が⾜りず、授業を休んで勤務している。希望⽇でない
⽇にシフトを⼊れられる。試験時のシフト調整をしてくれない。忙し
い。仕事量の増加。

■ 休業：客の⼊りの少ないことを理由に仕事を直前にキャンセル、早退
の指⽰（休業の補償はない）
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トラブル・問題・法律違反事例（２）：
174のアルバイト先のうち79件（45％）
■ 年次有給休暇がない
■ いじめ、いやがらせ、理不尽な叱責、暴⾔、暴⼒、セクハラ
■ 客の理不尽なクレーム、いたずら、セクハラ
■ 外国⼈：留学⽣などへの差別。コミュニケーションがうまく取れない
■ いい加減な管理：鍵を持っている⼈間が来なくて店を開けられない。
アルバイトに重要な点検や⽚付けをさせている

■ 正社員：サービス残業をしている。お店に泊まっている。店⻑がほと
んど休まず⻑時間働いている

■ 体調不良で休んだら退職勧奨
■ 仕事中に怪我しても労災保険の⼿続きをしてくれず、⾃費で診療した
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集団から個⼈へ：個別労働紛争の増加（１）
厚⽣労働省関係（労働局・労基署など）の総合労働相談件数は
⾼⽌まり傾向。

出所：厚⽣労働省「平成29年度個別労働紛争解決制度施⾏状況」
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いじめ・嫌がらせ 

72,067  

(23.6%) 

自己都合退職 

38,954  

(12.8%) 

解雇 

33,269  

(10.9%) 労働条件の引下げ 

25,841  

(8.5%) 

退職勧奨 

20,736  

(6.8%) 

雇止め 14,442 （4.7％） 

出向・配置転換 9,075 （3.0％） 

雇用管理等 6,436 （2.1％） 

募集・採用 2,748 （0.9％） 

採用内定取消 1,916 （0.6％） 

その他の労働条件 39,201 （12.9％） 

その他 40,336 （13.2％） 

平成29年度 
民事上の個別労働紛争 

相談件数 

計305,021件 
（※内訳延べ合計件数） 

（２）民事上の個別労働紛争｜相談内容別の件数 

※ ％は相談内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関係で
100％にならないことがある。なお、内訳延べ合計件数は、１回の相談において複数の内容にまたがる相
談が行われた場合には、複数の相談内容を件数として計上したもの。 

1,075,021  
1,141,006  1,130,234  1,109,454  

1,067,210  1,050,042  1,033,047  1,034,936  

1,130,741  1,104,758  

236,993  247,302  246,907  256,343  254,719  245,783  238,806  245,125  255,460  253,005  

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

総合労働相談件数 民事上の個別労働紛争相談件数 

１ 総合労働相談 

別添２ 

- 3 - 

（１）相談件数の推移 

平成29年度個別労働紛争解決制度の運用状況 

ほか 計114,154 



集団から個⼈へ：個別労働紛争の増加（２）
増え続けるいじめ嫌がらせ
解雇・雇⽌め・退職勧奨・⾃⼰都合退職35.2％、いじめ・嫌がらせ23.6％、
労働条件の引下げが8.5%（2017年度）

出所：厚⽣労働省「平成29年度個別労働紛争解決制度施⾏状況」
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いじめ・嫌がらせ 

72,067  

(23.6%) 

自己都合退職 

38,954  

(12.8%) 

解雇 

33,269  

(10.9%) 労働条件の引下げ 

25,841  

(8.5%) 

退職勧奨 

20,736  

(6.8%) 

雇止め 14,442 （4.7％） 

出向・配置転換 9,075 （3.0％） 

雇用管理等 6,436 （2.1％） 

募集・採用 2,748 （0.9％） 

採用内定取消 1,916 （0.6％） 

その他の労働条件 39,201 （12.9％） 

その他 40,336 （13.2％） 

平成29年度 
民事上の個別労働紛争 

相談件数 

計305,021件 
（※内訳延べ合計件数） 

（２）民事上の個別労働紛争｜相談内容別の件数 

※ ％は相談内容の全体（内訳延べ合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入による端数処理の関係で
100％にならないことがある。なお、内訳延べ合計件数は、１回の相談において複数の内容にまたがる相
談が行われた場合には、複数の相談内容を件数として計上したもの。 

1,075,021  
1,141,006  1,130,234  1,109,454  

1,067,210  1,050,042  1,033,047  1,034,936  

1,130,741  1,104,758  

236,993  247,302  246,907  256,343  254,719  245,783  238,806  245,125  255,460  253,005  

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

総合労働相談件数 民事上の個別労働紛争相談件数 

１ 総合労働相談 

別添２ 

- 3 - 

（１）相談件数の推移 

平成29年度個別労働紛争解決制度の運用状況 

ほか 計114,154 
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20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

いじめ・嫌がらせ 
72,067件（+1.6%) 

解雇 
33,269件（-9.5%） 

自己都合退職 
38,954件（-3.5%） 

労働条件の引下げ 
25,841件（-6.8%） 

退職勧奨 
20,736件（-5.3％） 

※ ( )内は対前年度比。 

（３）民事上の個別労働紛争｜主な相談内容別の件数推移（10年間） 

※ （ ）内は相談対象となる労働者の就労形態の全体（合計件数）に占める割合。合計値は、四捨五入によ
る端数処理の関係で100％にならないことがある。 

（４）民事上の個別労働紛争｜就労形態別の件数 

正社員 

95,032  

(37.6%) 

短時間労働者 

35,971  

(14.2%) 

有期雇用労働者 

30,754  

(12.2%) 

派遣労働者 

12,448  

(4.9%) 

その他・不明 

78,800  

(31.1%) 

平成29年度 
民事上の個別労働紛争 

相談件数 

計253,005件 
 

- 4 - 

相談者の種類 

労働者 209,626（82.9％） 

事業主  24,847（ 9.8％） 

その他  18,532（ 7.3％） 

※ 事業主からの相談については、
相談対象の労働者の就労形態を
計上している。 



職場のトラブルから私たちの権利について考える

n 疑問に思ったら調べてみる。
n わからなかったら信頼できる先輩や同僚・友⼈・親に相談してみる。
n 職場に労働組合があれば労働組合に、なければ外部の相談機関に相談し
てみる。

n 正社員でも、パート・アルバイトでも原則として同⼀の労働法（労働基
準）が適⽤される。ただし、1週間の労働⽇数や労働時間数により適⽤
が変わる場合がある。
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職場のトラブルから私たちの権利について考える
（１）働き始めるとき
n 労働条件明⽰義務（労基法15条、スターターBook p.16、以下、数字を⽰す）
n 契約書、労働条件通知書（17）＞もらったことある⼈は？
n 就業規則（労基法89-92条、18-19）＞⾒たことありますか？
n 労働条件が約束と違っていたら

• 契約内容を守れ！と要求できる
• 明⽰された労働条件か、゙実際の労働条件と相違する場合には、たたぢに労働
契約を 解除することができる（労基法15条２）
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職場のトラブルから私たちの権利について考える
（２）賃⾦
（２-１）店の業績が悪いので、突然時給を1,000円から900円にする
と⾔われた。
n⼀⽅的に賃下げはできない。労働者の合意や変更が合理的なもので
あることが必要

n最低賃⾦を下回ることはできない（21）
※最低賃⾦：都道府県ごとに定められている。毎年7⽉から8⽉頃中央
最低審議会・都道府県の最低賃⾦審議会で検討され、10⽉頃に改定さ
れる。ネットで確認を。東京都958円（2017年10⽉1⽇から。それま
では932円）、神奈川県956円、千葉県868円、埼⽟県871円
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職場のトラブルから私たちの権利について考える
（２）賃⾦
（２-２）アルバイト時間の15分未満が切り捨てられる。
n 端数切り捨ては違法。1分単位で払わないといけない。ただし、1ヶ⽉分の合計額
の30分未満を切り捨て、30分以上の切り上げは可能

（２-３）アルバイト先が突然倒産して閉店してしまった。今⽉分の給料が払われて
いない。
n 倒産しても請求できる。⽀払い能⼒がない場合は、国の未払い賃⾦の⽴て替え払い
制度を利⽤できる＞直ちに、勤務場所を所轄している労働基準監督署に相談に⾏く

（２-４）売れ残った商品を強制的に購⼊させられた。
n 労働者の意志に反して、強制的に購⼊させることはできない
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職場のトラブルから私たちの権利について考える
（２）賃⾦
（２-５）レジの不⾜分を強制的に負担させられた。⽫を割ってしまったら、⽫代を
給料から引くと⾔われた。
n 賃⾦から⼀⽅的に不⾜分（⽫代）を控除できない。制裁としての減給や損害賠償請
求するのであれば、使⽤者は労働者の過失の⽴証が必要

（２-６）遅刻したら罰⾦を給料からさっ引くと⾔われた。
n 遅刻した時間分の賃⾦カットは可能。制裁として減給する場合は労基法・就業規則
に従わなければならない（別紙・⽋勤の場合の新聞記事）

n 制裁としての減給：⼀回の額が平均賃⾦の１⽇分の半額を超え、総額が⼀賃⾦⽀払
期における賃⾦の総額の１０分の１を超えてはならない。

※給与明細を確認しよう（22-23）
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ビデオ『職場のトラブルを解決しよう！！〜⻑時間労
働による過労死』（７分・明治⼤学労働教育メディア
研究センター制作）上映

フルバージョン
『就活中のあなた必⾒です！！〜ＯＢ・ＯＧからの
メッセージ』（12分）https://youtu.be/arpIWNAsfy0
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職場のトラブルから私たちの権利について考える
（３）労働時間・時間外労働・休⽇・休憩

（３-１）労働時間の上限と例外（24-25）
n 労働時間の上限（原則）：1⽇８時間、1週40時間
n 例外：変形労働時間制、事業場外労働みなし労働時間制、裁量労働
制など複雑な制度に注意

n 休憩：6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休
憩の付与。⾃由利⽤の原則
＞休憩が取れない、昼休みに電話番を命じられた、昼休み中も窓⼝
に待機してお客さんが来たら対応するように命じられた→違法！

n 休⽇：毎週１⽇、４週４⽇
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職場のトラブルから私たちの権利について考える
（３）労働時間・時間外労働・休⽇・休憩
（３-２）深夜まで残業をさせられていますが、残業時間の制限はないのですか／夜
10時以降も働いていますが、深夜の割増⼿当が払われていない／店⻑が⼤変⻑時間働
いている／制服への着替え、準備時間、清掃、⽚付けの時間がサービス残業になって
いる／労働時間の記録が改ざんされ不払いが発⽣している／タイムカードの不正打刻
（残業前打刻など）を強制され、サービス残業をさせられている

n 労働時間の定義：使⽤者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使⽤者
の明⽰⼜は黙⽰の指⽰により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる（厚
⽣労働省「労働時間の適正な把握のために使⽤者が講ずべき措置に関するガイドラ
イン」2017年1⽉20⽇）

n 時間外・休⽇労働をさせるには、就業規則の定め、時間外・休⽇労働に関する労使
協定［36（サブロク）協定］の締結（24）、割増賃⾦の⽀払い（25）が必要。36
協定に定める範囲で時間外・休⽇労働が可能（それを超えたら違法）
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（３）労働時間・時間外労働・休⽇・休憩
（３-２つづき）
n 6⽉29⽇に成⽴した働き⽅改⾰関連法に時
間外労働の上限規制（ただし、過労死認
定基準と同等）が罰則付きで導⼊された
（2019年4⽉から施⾏、図参照・2018年6
⽉29⽇の朝⽇新聞記事から）

n 同時に「⾼度プロフェッショナル制度」
を導⼊：⼀定の年収(当⾯1075万円以上)を
有する労働者か、゙⾼度の専⾨的知識を必
要とする等の業務に従事す る場合に、年
間104⽇の休⽇を確実に取得させること等
の健康確保措置を講しる゙こと、本⼈の同
意や委員会の決議等を要件として、 労働
時間規制や時間外・休⽇・深夜労働の割
増賃⾦等の規定を適⽤除外するもの。
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職場のトラブルから私たちの権利について考える
（３）労働時間・時間外労働・休⽇・休憩
（３-３）毎⽉30〜40時間くらい残業をしているが、時間外⼿当はいつ
も同じ⾦額しか払われない。計算してみたら20時間分が払われているみ
たいだ。差額を請求できるか？

n 時間外⼿当を定額（固定残業代）で⽀給する場合には、あらかじめ何
時間相当分かを明⽰し、その残業時間数を超えたら、超過時間数の時
間外⼿当を⽀給しなければならない。したがって、差額を請求できる。
（25）

21



職場のトラブルから私たちの権利について考える
（３）労働時間・時間外労働・休⽇・休憩
（３-４）シフトは19時半までなのに、客が少ないと16時で帰らせられ
る／⽣徒の当⽇キャンセルにより、塾に出勤してみると予定の勤務を
キャンセルされた。
n 休業⼿当の⽀払義務。ただし、１⽇あたり平均賃⾦の６割以上の⽀
払い義務。⺠事的には原則10割を請求できる。

（３-５）シフト希望を出していない⽇にシフトを⼊れられた。拒否で
きるか？
n 就業規則に定めがあれば、休⽇の出勤、休⽇の振り替え（変更）を
命ずることが可能。管理職や店⻑をしっかり話し合うことが⼤切。
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職場のトラブルから私たちの権利について考える
（４）年次有給休暇
（４）学⽣バイトは年次有給休暇を取れないと⾔われた／有給休暇を申
請したら、その⽇は忙しいから取るなと⾔われた

n 雇⽤形態に関係なく、6ヶ⽉以上継続勤務して全労働⽇の８割以上出
勤すれば、週の労働⽇数が１⽇でも有給休暇を取れる（所定労働⽇数
に⽐例して付与⽇数が決まる）（26-27、27の表）

n 事業の正常な運営を妨げる場合に、使⽤者は他の⽇に変更する権利が
ある（時季変更権）
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（５）退職・解雇
（５-１）仕事を辞めたいが辞めさせてくれない。→退職の⾃由（30）

（５-２）店⻑とトラブったら、突然明⽇から来なくて良いと⾔われた／
来週閉店するので解雇だと突然告げられた（31）

n 解雇してはならない理由（労基法、労組法、男⼥雇⽤機会均等法、育
児介護休業法など）

n 解雇には合理的な理由が必要。整理解雇の場合：整理解雇の４要件
（必要性、回避努⼒、⼈選の合理性、⼿続の妥当性）

n 解雇が正当であっても30⽇前の予告か、30⽇分の平均賃⾦（解雇予告
⼿当）を⽀払わないといけない

n 解雇だと⾔われた場合は、すぐに「はい」と⾔わず、理由を確認して、
相談機関に相談する
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困った時の対処⽅法と相談機関
（１）対処⽅法
n トラブルが起きたら、おかしいと思ったら、まず調べること
n 会社とのやり取り（店⻑・管理職の発⾔）はできるだけ⽇時と内容を
記録しておく（メモ、録⾳）

n おかしいと思ったら、その場で同意しないこと（例えば、退職を勧奨
されたら、「数⽇考えさせて下さい」と⾔って、対応を考える時間、
調べたり、相談する時間を作る

n ⼀⼈で悩まない。まずは相談すること。相談の上、アクションするか
どうか考えれば良い

n 信頼できる先輩や同僚がいるなら、相談する。会社に労働組合があれ
ば相談してみる（信⽤できない感じがする場合は、次の相談先へ）
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困った時の対処⽅法と相談機関
（２）労働⾏政機関

相談⽇・時間については、各機関のホームページで確認下さい。いずれ
も無料で相談を受けられます。
n 東京都労働相談情報センター労働110番 0570-00-6110

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodan/
n 労働基準監督署、労働局総合労働相談コーナー

0120-601-556（都内発信のみ）
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/so
udan.html
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（３）困った時の相談先⼀覧
労働者の⽴場に⽴って無料で相談に乗ってくれます。相談⽇・時間は各団体のホーム
ページで確認下さい。
（３-１）労働組合の中央労働団体の相談窓⼝
n 連合0120-154-052（相談者の地元の相談窓⼝にかかります。東京は「連合東京」）

（３-２）⼀⼈で加盟できる地域ユニオン・地域労組
n 下町ユニオン 江東区⻲⼾7-8-9松甚ビル2F 03-3638-3369
n コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク（全国各地の地域ユニオンの連絡先）

http://sites.google.com/site/cunnet/home/network/

（３-３）弁護⼠や労働NPOなどの相談窓⼝
n ⽇本労働弁護団（弁護⼠による相談）千代⽥区神⽥駿河台3-2-11 連合会館4階 03-

3251-5363 
n NPO法⼈東京労働安全衛⽣センター（職場の安全衛⽣や労働災害・職業病などの相
談）江東区⻲⼾7-10-1 Zビル5階 03-3683-9765 
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